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1995年（平成７年） ◇ 阪神・淡路大震災

● 「阪神・淡路大震災を契機とした災害医療体制のあり方に関する研究会」
－広域災害・救急医療情報システムの整備について 等

1996年（平成８年） ● 「災害時における初期救急医療体制の充実強化について」（健康政策局
長通知）
－広域災害・救急医療情報システムの整備 等

● 広域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）の運用開始

2001年（平成13年） ● 「災害医療体制のあり方に関する検討会」
－日本版災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）構想について 等

2005年（平成17年） ● 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の養成開始

2010年（平成22年） ● ＤＭＡＴ事務局の設置

2011年（平成23年） ◇ 東日本大震災

● 「災害医療等のあり方に関する検討会」
－災害拠点病院について
－ＤＭＡＴについて
－中長期における医療提供体制・その他について 1



2012年（平成24年） ● 「災害時における医療体制の充実強化について」（医政局長通知）
－都道府県における災害医療コーディネーターの設置
－災害拠点病院の指定要件を改正 等

2014年（平成26年） ● ＤＭＡＴロジスティックス研修の開始

● 都道府県災害医療コーディネーター研修の開始

2016年（平成28年） ◇ 平成28年熊本地震

● 「医療計画の見直し等に関する検討会」
－平成28年熊本地震の医療活動について

● 「災害拠点病院指定要件の一部改正について」（医政局長通知）
－災害拠点病院の指定要件として、業務継続計画の策定等を追加

● 小児周産期リエゾンの養成開始
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ＤＭＡＴの搬入
重篤患者の搬出

被災地内の
医療体制では、
多数の傷病者に
対応できず！

迅速な救護活動の開始
被災地域外での根治的治療が必要な

患者の迅速な搬出

救命率の向上が期待

震災発生

迅速な救護活動の開始
被災地域外での根治的治療が必要な

患者の迅速な搬出

救命率の向上が期待

ＤＭＡＴの搬入

・災害急性期（発災後48時間以内）に活動が開始できる機動性を持ったトレーニングを受けた医療チーム
・平成17年3月から厚生労働省の災害派遣医療チーム研修事業により整備を開始。
・平成30年4月1日現在 12,777名 （医師：3,831名 看護師：5,285名 業務調整員：3,661名）
１,６３０チームが研修修了済
・１チームの構成は医師1名、看護師2名、業務調整員1名の4名を基本。

被災地

被災地域内
搬送拠点

被災地域外
搬送拠点

被災地域外
搬送拠点
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災害拠点病院

○ 平成23年に「災害医療等のあり方に関する検討会」を開催し、東日本大震災時の対応の中で明らかと
なった問題に対して検討を行った。

○ 論点として、「災害拠点病院」「DMAT」「中長期の医療提供体制」の３項目について検討を行った。

災害拠点病院は
・ 救命救急センターもしくは２次救急病院の指定
・ ＤＭＡＴを保有し、ＤＭＡＴや医療チームを受け入れる体制の整備
・ 診療機能を有する施設の耐震化
・ ＥＭＩＳへ確実に情報を入力する体制の整備
・ 通常の６割程度の発電容量を備えた自家発電機を保有し、３日程度の燃料の備蓄
・ 食料、飲料水、医薬品等の３日分程度の備蓄 等を有することが望ましい。

・ ＤＭＡＴ１チームの移動時間を除いた活動時間は、48時間を原則とし、災害の規模に応じて、２次隊・３次隊の派遣を考慮
・ 衛星携帯電話を含めた複数の通信手段を保有し、インターネットに接続してＥＭＩＳに情報を入力できる環境を整備する
・ 統括ＤＭＡＴ登録者をサポートするようなロジスティック担当者や、ＤＭＡＴ事務局において後方支援を専門とする
ロジスティック担当者からなるＤＭＡＴロジスティックチーム（仮称）を養成する

・ 大規模災害時に、ＤＭＡＴ事務局及びＤＭＡＴ都道府県調整本部等へ、ＤＭＡＴ保有医療機関が、統括ＤＭＡＴ登録者
やサポート要員を積極的に派遣する 等の体制整備が望ましい。

・ 災害時の医療チーム等の派遣について、災害対策本部内の組織（派遣調整本部（仮称））において、コーディネート
機能が十分に発揮されるような体制を整備

・ 都道府県及び災害拠点病院は、関係機関と連携して、災害時における計画をもとに、定期的に訓練を実施
・ 医療機関が自ら被災することを想定して防災マニュアルを作成することが有用。さらに、医療機関は、業務継続計
画を作成することが望ましい。 等

ＤＭＡＴ

中長期の医療提供体制

報告書の概要
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①運営について

・ 24時間緊急対応し、災害発生時に被災地内の傷病者等の受け入れ及び搬出を行うことが可能な体制を有すること。

・ 災害発生時に、被災地からの傷病者の受け入れ拠点にもなること。

・ 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）を保有し、その派遣体制があること。

・ 救命救急センター又は第二次救急医療機関であること。

・ 被災後、早急に診療機能を回復できるよう、業務継続計画の整備を行っていること。

・ 整備された業務継続計画に基づき、被災した状況を想定した研修及び訓練を実施すること。

・ 地域の第二次救急医療機関及び地域医師会、日本赤十字社等の医療関係団体とともに定期的な訓練を実施すること。
また、災害時に地域の医療機関への支援を行うための体制を整えていること。

・ ヘリコプター搬送の際には、同乗する医師を派遣できることが望ましいこと。

② 施設及び設備について

・ 多発外傷、挫滅症候群、広範囲熱傷等の災害時に多発する重篤救急患者の救命医療を行うために必要な診療設備

・ 災害時における患者の多数発生時に対応可能なスペース（入院患者は２倍、外来患者は５倍）及び簡易ベッド等の備蓄スペースを有すること
が望ましい。

・ トリアージ・タッグ

・ 原則として病院敷地内にヘリコプターの離着陸場を有すること。

・ 診療機能を有する施設は耐震構造を有することとし、病院機能を維持するために必要な全ての施設が耐震構造を有することが望ましい。

・ 通常時の６割程度の発電容量のある自家発電機等を保有し、３日分程度の燃料を確保しておくこと。

・ 食料、飲料水、医薬品等について、３日分程度を備蓄しておくこと。

・ 適切な容量の受水槽の保有、停電時にも使用可能な井戸設備の整備、優先的な給水協定の締結等により災害時の診療に必要な水を確保
すること。

・ 衛星電話を保有し、衛星回線インターネットが利用できる環境を整備すること。

・ 被災地における自己完結型の医療救護に対応できる資機材の保有

・ ＤＭＡＴや医療チームの派遣に必要な緊急車両を原則として有すること。

受入

施設

派遣
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都道府県 基幹 地域

北 海 道 1 33

青 森 県 2 7

岩 手 県 2 9

宮 城 県 1 15

秋 田 県 1 12

山 形 県 1 6

福 島 県 1 7

茨 城 県 2 13

栃 木 県 1 10

群 馬 県 1 16

埼 玉 県 1 17

千 葉 県 4 21

東 京 都 2 78

神奈川県 － 33

新 潟 県 2 12

富 山 県 2 6

都道府県 基幹 地域

石 川 県 1 9

福 井 県 1 8

山 梨 県 1 8

長 野 県 1 9

岐 阜 県 2 10

静 岡 県 1 21

愛 知 県 2 33

三 重 県 1 14

滋 賀 県 1 9

京 都 府 1 12

大 阪 府 1 18

兵 庫 県 2 16

奈 良 県 1 6

和歌山県 1 9

鳥 取 県 1 3

島 根 県 1 9

都道府県 基幹 地域

岡 山 県 1 9

広 島 県 1 17

山 口 県 1 12

徳 島 県 1 10

香 川 県 1 8

愛 媛 県 1 7

高 知 県 1 11

福 岡 県 1 29

佐 賀 県 2 6

長 崎 県 2 11

熊 本 県 1 13

大 分 県 1 13

宮 崎 県 2 10

鹿児島県 1 13

沖 縄 県 1 12

合 計 61 670

基幹災害拠点病院 原則として各都道府県に１か所設置する。

地域災害拠点病院 原則として二次医療圏に１か所設置する。

• 災害拠点病院は平成８年より整備を開始

• 平成30年４月１日現在までに731病院を指定
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① 病院被害状況入力内容の改定

• 緊急入力・詳細入力の項目拡大

（院内資源の備蓄残量明示、病院職員数、受入可能患者数等）

② 医療ニーズ・医療支援活動情報の項目拡大

• 病院だけでなく、診療所、現場、避難所、救護所等に拡大

• DMAT、救護班の活動状況

③ 指揮系統図を明示

④ 地図等による医療ニーズと医療支援情報の一元表示

（統合地図ビューワ）

EMISを災害時に効果的に活用することが可能になるよう、機能を強化。

平成25年に全国の災害拠点病院に導入

報告書を踏まえて、機能強化を行った内容

導入状況
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被災都道府県
（災害対策本部）

都道府県ＤＭＡＴ調
整本部

【ＤＭＡＴロジスティクス研修概要】

（対象者）
ＤＭＡＴ隊員のうち業務調整員 等

（日 程）
２日間

（養成数）
約 ２００人／回

（研修内容）
・調整本部や活動拠点本部など
各本部の役割（指揮階層の理解）
・ロジスティクス拠点の設置及び運営など

ロジスティック
担当者

（活動内容）
・ＤＭＡＴロジスティックチームは、ＤＭＡＴ都道府県調整本部等の本部業務において、統括ＤＭＡＴ登録者をサポートする。
・ＤＭＡＴロジスティックチームは、ＤＭＡＴ都道府県調整本部、ＤＭＡＴ本部の設置される被災地または被災地近傍の広域搬送拠点、
高速道路サービスエリア等でロジスティクスを専門とした活動を行う。

※ロジスティクス：ＤＭＡＴの活動に関わる医薬品、通信手段を確保することをいう。
ＤＭＡＴ活動に必要な連絡、調整、情報収集の業務等も含む。

日本ＤＭＡＴ活動要領

厚生労働省

（ＤＭＡＴ事務局）

ＤＭＡＴ
活動拠点本部

ＤＭＡＴ
ＳＣＵ本部

ＤＭＡＴ
活動拠点本部派 遣

連携

都道府県、
国立病院機構など

ロジスティック
担当者

依 頼
民間企業等

協力依頼

都道府県

連絡調整／通信、移動手段、物資

平成26年度以降、
①災害時に被災都道府県に設置される都道府県医療本部や都道府県ＤＭＡＴ調整本部において、
統括ＤＭＡＴ登録者等のサポートを行う

②ＤＭＡＴ事務局において、被災地に対する後方支援を行う
ロジスティックス担当者の養成を実施。
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① 日本ＤＭＡＴ検討委員会の運営に係る事務
（ＤＭＡＴの養成カリキュラム、活動要領等の見直しに係る事務）

② ＤＭＡＴ研修の実施、各地の訓練の管理

③ ＤＭＡＴ隊員の登録、登録者の更新
④ 政府総合防災訓練の企画・運営
⑤ ＤＭＡＴ活動におけるロジスティクスのための関係業界との協定締結
⑥ ＤＭＡＴ活動の向上のための研究

○災害時の業務

① ＤＭＡＴ派遣に関する調整
② ＤＭＡＴ活動にかかる方針の策定
③ 各ＤＭＡＴへの情報提供
④ 搬送手段（自衛隊等）の確保に関する調整及び情報提供
⑤ 被災地域外の患者受入医療機関の確保
⑥ 物資の調達と輸送手段の確保
⑦ 事務局員等の各本部への派遣
⑧ ＤＭＡＴロジスティックチーム隊員の派遣に関する調整
⑨ 活動終了、２次隊、３次隊等派遣の必要性の判断

○平時の業務

平時におけるＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）の養成及び隊員の質の維持・向上並びに災害時の
急性期対応を円滑に行うため、平成22年にＤＭＡＴ事務局を設置。報告書を踏まえ、平成25年に
大阪ＤＭＡＴ事務局を設置。
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各都道府県において、地域の医師等が災害医療コーディネーターに指名・委嘱され始め
ている

災害時における医療体制の充実強化について（平成24年3月21日医政局長通知）

※ 各都道府県に対して、救護班等の派遣調整等を行うため、派遣調整本部においてコーディネート機能
を十分に発揮できる体制整備を求めている

都 道 府 県 災 害 医 療 コ ー デ ィ ネ ー ター 研 修

保健所
市町村

保健所
市町村

避難所避難所 病院

病院

病院

被災地

医療ニーズの
吸い上げ

医療チームの
派遣

被 災 県

医療チーム
（日赤救護班・ＪＭＡＴ等）ＤＭＡＴ

非被災県

災害医療本部
（都道府県庁）

都 道 府 県
災 害 医 療
コーディネーター

全国研修の実施

○ 全国の事例が共有できていない
○ 業務の標準化ができていない

（受講対象）

災害時、都道府県の災害医療本部に
おいて、救護班等の派遣調整等を行う
災害医療コーディネーター
※都道府県担当者も同時に受講

（日程） ３日間

（受講者数）
６４名 ×３回 （予定）

（実施主体）
国立病院機構災害医療センター

（研修内容）

災害医療コーディネート能力の向上を
図るため、以下の事項について座学及
び演習を行う。

○ 救護班の派遣調整等の体制確保に
関する事項

○ 被災都道府県下の災害医療活
動に対して都道府県に対し助言を
行う体制に関する事項

（協力体制）

研修の企画・運営には日本医師会、日
本赤十字社が協力

医療者と
行政の
橋渡し

現状

課題

災害時に被災都道府県に設置される都道府県医療本部において、救護班の派遣調整業務等を行
う災害医療コーディネーターの養成を行うことを目的とする研修を平成26年から実施。
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死者 49名
行方不明者 1名
負傷者
重症 369名・軽症 1,367名
倒壊家屋
全壊 5,676棟・半壊 11,866棟
（熊本県災害対策本部 7月1日 13:30）

○災害の特徴
・4月14日21時26分の地震以降、

7月12日10時00分までの間、震度１以上を
観測する地震が1,879回発生。
・死者、負傷者に比して倒壊家屋が多かった。

（報道発表資料 平成28 年7 月12 日10 時30 分 気象庁）

平成28年４月14日、16日、熊本県を中心として、最大震度７の地震が発生。
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• DMAT 466チーム、2,071名が活動 （熊本県内DMATは除く）

最大時には216チームが活動

• ロジスティックチーム 19チーム、84名が派遣され、急性期の指揮系統の立ち上げや

災害医療コーディネーターの活動を補助

• 熊本県災害医療コーディネーター14名が災害初期から継続し活動し、急性期以降も

継続的な支援体制を構築

• ドクターヘリ 13機が活動

（熊本、福岡、佐賀、長崎、宮崎、鹿児島、山口、広島、岡山、高知、徳島、兵庫豊岡、 兵庫加古川）

• 病院避難を10病院で実施し、計約1,500名の大規模転院を実施

○ 医療活動の中で指摘された課題
・ロジスティックチームの派遣の迅速化および機能強化
・災害医療コーディネート体制の強化と各地域での連携体制の構築
・DMATの急性期活動から急性期以降・慢性期活動を担う医療救護班への円滑な引継ぎ
・EMIS導入を含めた各医療機関の業務継続計画の整備

○ 東日本大震災以降構築してきた災害医療体制が、一定程度機能した。
○ 被災地内での医療チームの活動等の検証の中で、新たな課題も指摘された。
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4月14日 4月15日 4月16日 4月17日 4月18日 4月19日 4月20日 4月21日 4月22日 4月23日 4月24日

災害医療センター 外部支援 学生 熊本派遣

(東・西合計)

前震～本震 本震～DMAT縮小 DMAT縮小～DMAT調整本部活動終了

前
震

本
震

九
州
Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ
派
遣
要
請

熊
本
Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ
派
遣
要
請

近
畿
以
南
Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ
派
遣
要
請

ロ
ジ
チ
ー
ム
一
次
隊
派
遣

東
北
・北
海
道
Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ
派
遣
要
請

ロ
ジ
チ
ー
ム
二
次
隊
派
遣

関
東
・

中
部
・中
国
Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ
派
遣
要
請

Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ
待
機
要
請
縮
小

（九
州
・中
四
国
の
み
）

ロ
ジ
チ
ー
ム
三
次
隊
派
遣

九
州
・中
四
国
Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ
派
遣
要
請

都
道
府
県
救
護
班
派
遣
要
請

ロ
ジ
チ
ー
ム

四
次
隊
派
遣

Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ
調
整

本
部
活
動
終
了

ロ
ジ
チ
ー
ム

追
加
派
遣

ＤＭＡＴの派遣調整を担った東日本ＤＭＡＴ事務局（災害医療セ
ンター）における地震直後の急激な業務量の増加は、外部か
らの応援によりカバーした。（外部からの応援は自発的に集
まってきた。）

東日本DMAT事務局の
人数（23名） （熊本に派遣された人員含む）

平成28年熊本地震時にも、ＤＭＡＴ事務局

運営には、事務局員以外の有志の支援が
必要であった。
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都道府県 保健医療調整本部

保健医療活動チーム（※）

厚
生
労
働
省

現
地
対
策
本
部

連
携

大規模災害時の保健医療活動に係る体制の整備について

＜課題＞
○ 被災都道府県、保健所、保健医療活動チームの間で被害状況・保
健医療ニーズ等、保健医療活動チームの活動状況等について情報連携
が行われず、保健医療活動が効率的に行われない場合があった。
＜原因＞
○ 被災都道府県及び保健所における、保健医療活動チームの
指揮・情報連絡系統が不明確で、保健医療活動の総合調整を
十分に行うことができなかった。

○ 被災都道府県に設置された保健医療調整本部において、保健所と連
携し、

① 保健医療活動チームに対する指揮又は連絡及び派遣調整
② 保健医療活動チームと情報連携（様式の統一）
③ 収集した保健医療活動に係る情報の整理及び分析

を一元的に実施し、保健医療活動を総合調整する体制を整備する。

相互連携

連絡窓口

保健所

避難所 避難所 避難所

保健所

避難所 避難所 避難所

保健所

避難所 避難所 避難所

１ 2 3 4 5 6 7 8 9

１ 2 3 4 5 6 7 8 9

１ 2 3 4 5 6 7 8 9

①保健医療活動チームへの指揮・派遣調整等
②保健医療活動チームと情報連携（様式の統一）
③保健所での情報分析の取りまとめ

①保健医療活動チームの指揮・派遣調整等
②保健医療活動チームと情報連携（様式の統一）
③収集した情報の整理及び分析

都道府県

保健所

避難所 避難所 避難所

保健所

避難所 避難所 避難所

保健所

避難所 避難所 避難所

どこで、何の活動をするのが
効率的かわからない

チームの活動状況等
を詳しく知りたい

被害状況・保健医療ニー
ズ等について、より多くの

情報が欲しい

医務
主管課

保健衛生
主管課

薬務
主管課

指揮系統・情報連絡系統が不明確
⇒ 情報連携が行われず、保健医療活動
を効率的に行えない場合あり

（※）凡例 ：保健医療活動チーム（DMAT、JMAT、日本赤十字社の救護班、国立病院機構の医療班、歯科医師チーム、薬剤師チーム、看護師チーム、保健師チーム、管理栄養士チーム、DPAT等）

厚
生
労
働
省

現
地
対
策
本
部

連
携

精神保健
主管課

医務
主管課

保健衛生
主管課

薬務
主管課

精神保健
主管課

１ 2 3 4 5 6 7 8 9

保健医療活動チーム（※）

１ 2 3 4 5 6 7 8 9

市町村 市町村市町村 市町村 市町村
市町村 市町村市町村 市町村 市町村支援に来たが、既に多くの

チームが活動中だった
支援が必要だが、
チームが来ない

本部長

チームを適
正配置

十分な情報を
収集・分析

保健医療ニーズ等の
分析結果を把握

今後の災害時における保健医療ニーズに総合的に対応するため、「保健医療調整本部」の設置を都道府県に通知。
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検討会において、平成28年熊本地震時の医療活動の検証を行った際に、指摘された課題
（平成28年９月９日）

・ロジスティックチームの派遣の迅速化及び機能強化
・災害医療コーディネート体制の強化と各地域での連携体制の構築
・DMATの急性期活動から、急性期以降・慢性期活動を担う医療救護班への円滑な引継ぎ
・EMIS導入を含めた各医療機関の業務継続計画の整備

災害拠点病院指定要件の一部改正について
（平成29年３月31日付け医政局長通知）

災害拠点病院の指定要件として、災害拠点病院の運営体制について以下の要件を満たすことを追加
すること。
①被災後、早期に診療機能を回復できるよう、業務継続計画の整備を行っていること。
②整備された業務継続計画に基づき、被災した状況を想定した研修及び訓練を実施すること。

③地域の第二次救急医療機関及び地域医師会、日本赤十字社等の医療関係団体とともに定期的な
訓練を実施すること。また、災害時に地域の医療機関への支援を行うための体制を整えていること。
（要件を満たしていないものについては平成31年３月までに整備し、又は実施することを前提に、指定
を継続することも可能とする。）

改正の概要

○ 医療計画の見直し等における検討会において、「医療機関の業務継続計画の整備」等が今後
の課題とされた。

○ 平成29年度より、災害拠点病院の業務継続計画策定等を義務化。
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